
アクセシビリティセンターについて説明します。

1

アクセシビリティセンターについて



当センターは、障がい、性的指向や性自認、いわゆるSOGI等の理由で支
援を必要とする学生のための、相談・支援窓口です。
支援対象には 、指定難病等の疾患も含まれます。
様々な違いによって、差別や不利益が生じないよう、社会的障壁を可能な
限り取り除き、多様な学生が安心して教育を受けられる環境整備に取り組
んでいます。
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センターでは主に、修学相談や合理的配慮の申請受付、学生サポートス
タッフの派遣・養成、支援機器の貸し出しなどを行っています。
詳しい内容は、センターのウェブサイト内に記載していますので、そちら
をご覧ください。
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修学上の合理的配慮について説明します。

学生はみな、平等に「学ぶ権利」を持っています。しかし、心身の機能等に何
らかの制限や特性がある場合、多くの人が適応している方法や環境では、うま
く学べないことがあります。
そのような時、学生は、学ぶうえで障壁となっている設備やルールなどの変
更・調整を求めることができます。
これらの変更・調整のことを、合理的配慮と言います。

一例として、教室の環境調整や、資料の提供方法の工夫などがあります。
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これから皆さんが大学で学んでいくなかで、これまでとの違いに戸惑ったり、
困難に直面したりすることがあるかもしれません。
先生の話す声が聞こえづらい、体調が悪く授業に参加できないなど、授業を受
ける中で困ったときは、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
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次に、学生サポートスタッフについて説明します。

学生サポートスタッフとは、障がいのある学生をサポートする学生のことで、
有償ボランティアとして、移動支援やノート代筆支援などを行っています。

ボランティアなどの経験がなくても、本学の学生ならどなたでもサポートス
タッフに応募することができます。
支援活動に興味のある方は、ぜひご連絡ください。
みなさんのお申込みをお待ちしております。
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アクセシビリティセンターについてのお問い合わせは、当センターのウェブサ
イトをご確認ください。

そのほか、本学公式アプリや、学生デジタル窓口からもお問い合わせが可能で
す。

以上で、説明を終わります。ありがとうございました。
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